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１．改定準備に向けた整理
2025年を総括、次期改定に向けた情報整理
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調剤報酬改定への対応策とは

改定に向けた対策のポイント

・対応できるコト、対応できないコトを分別する
・対応できることに全力で取り組む

対応できないコトとは

調剤基本料、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、薬剤調製料、調剤管理料
地域フォーミュラリ、リフィル処方箋、OTC類似薬の保険給付見直し、薬局認定制度 など

対応できるコトとは

かかりつけ薬剤師指導料を中心とした各種対人業務、在宅医療、医療DX対応

地域支援体制加算
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何をすべきなのか

基本料加算(施設基準)

後発医薬品調剤体制加算

医療DX推進体制整備加算

連携強化加算

①時間外等加算、夜間休日加算
②麻薬調剤実績
③重複投薬・相互作用等防止加算
④かかりつけ薬剤師指導料
⑤外来服薬支援料１
⑥服用薬剤調整支援料
⑦単一建物診療患者１名の在宅
⑧服薬情報等提供料
⑨小児特定加算
⑩多職種連携会議

地域医療への貢献に係る十分な実績

地域支援体制加算

すべての処方箋に加算される 薬剤師に求められる対人業務
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調剤報酬改定への対応策とは

新しいものには「経過措置」がつく
⇒ 改定詳細が出るのは２月末、新報酬は６月から。対応期間は十二分にある。

令和６年度改定

・地域支援体制加算１・２(基本料１)の実績要件
・連携強化加算(第二種協定指定医療機関
・医療DX推進体制整備加算(マイナ保険証持参率)

(８月31日まで)
(12月31日まで)
(9月30日まで)

令和４年度改定

・調剤基本料３ハの地域支援体制加算
・基本料１における地域支援体制加算の在宅実績

(翌年３月31日まで)
(翌年３月31日まで)



２．調剤報酬改定に向けた基礎情報
2025年を総括、次期改定に向けた情報整理
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令和元年５月15日 中央社会保険医療協議会総会「調剤その１」
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厚生労働省 患者のための薬局ビジョンより
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令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」
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令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」
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問われる社会保障改革

背景 少子高齢社会、社会保障費の増加、働き手不足、効率化

引用：日本維新の会ホームページより

① 病床数の適正化

② OTC類似薬の保険適用見直し

③ 医療DXの推進

④ 70歳以上の窓口負担の見直し

維新が提案する4つの社保改革
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診療報酬改定の基礎知識

財 源 報酬改定項目は、財源(改定率)に基づき、評価・適正化する項目、金額が決まる
(当然ながら好き勝手できるわけではない)

改定率 診療報酬 ＋0.88％

・看護職員等の賃上げ ＋0.61％
・入院時の食事基準額の引き上げ ＋0.06％
・生活習慣病関連の見直し ▲0.25％

用途指定：＋0.42％

・医科 0.52％
・歯科 0.57％
・調剤 0.16％

実質本体
＋0.46％

※1：1.1：0.3の配分率

担当官が技術料に対し定めた改定率に
なるように項目・報酬を調整

報酬改定を理解するには「財源」を理解する必要がある。



賃上げ対応 ＋1.70％
〇 賃上げ対応分：1.57％
・ 賃上げ率各年3.2％(２年平均で4.8％)
・ R8改定における賃上げの発射台の補正(賃上げ1％分)

併せて(１)賃上げのベースに賞与の５割程度を含む ※賞与月数減とならないために必要
(２)看護勤務者は介護を踏まえ賃上げ率を上乗せ

〇 生産性向上等：▲0.07％
・ AI等による生産性向上への着手・展開

物価対応 物価

＋1.29％

＋0.76％
〇 R8.9対応分：0.62％
・ 物価2％上昇を見込み、2年平均3％。ただし、委託費は3.2％、2年平均4.8％
・ 「その他経費」も同様の取扱い
〇 R7補正相当分：0.69％
・ 補正での措置の効果が減じることがないよう、同額を改定に織り込み
※R7補正相当分も含め、骨太2025「経済物価動向対応」として扱う必要

食費・
光熱水費

＋0.09％
＋0.44％
〇 過去2年分の物価対応分
・ R7補正の措置についてR7補正がR6.7の物価上昇対応する前提で上で1年分
・ 賃上げ対応と合わせて賃上げ余力が回復すると整理
※過去2年分の物価対応と合わせて、0.69％を超える水準を確保

その他

政策改定
(通常の改定)

＋0.25％
〇 医療の高度化、医療機能の強化(政策改定)
・ 医療の高度化への対応(新たな技術導入)
・ 医療機関機能に着目し、地域で高度・救急医療を支える医療機関への重点配分 等

適正化・効率化 ▲0.15％
〇 外来・在宅の適正化
・ 訪問看護、在宅医療の適正化 ・一般名処方加算の見直し
・ 医療機関・薬局等が連携した残薬対応の推進 ・長期処方・リフィル処方の取り組み強化
〇 調剤報酬の適正化
・ 調剤基本料の見直し ・後発医薬品調剤体制加算の見直し

本体改定率 ＋3.09
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見せかけプラス改定になるのでは？

本体改定率 ＋3.09％

賃上対応 ＋1.70％

物価対応 ＋1.29％ (基本料で対応か？)

(調剤は含まれる？)

政策改定
(通常の改定) ＋0.25％ (前回は0.44％)(1：1.1：0.3)

医科：歯科・調剤に分配

適正化・効率化
(外来・在宅、調剤) ▲0.15％

＋3.09％

(実質外枠改定)
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OTC類似薬 自己負担は25％

類型① 類型② 類型③ 類型④

成分数 25
品目数 約350
薬剤費 約1,300億円

成分数 29
品目数 約400
薬剤費 約1,350億円

成分数 66
品目数 約1,000
薬剤費 約1,500億円

成分数 77
品目数 約1,100
薬剤費 約2,100億円

・鼻炎(内服・点鼻)
・胃痛・胸やけ
・便秘
・解熱・痛み止め 等

・鼻炎(内服・点鼻)
・胃痛・胸やけ
・便秘
・解熱・痛み止め
・風邪症状全般 等

・鼻炎(内服・点鼻)
・胃痛・胸やけ
・便秘
・解熱・痛み止め
・風邪症状全般
・腰痛・肩こり(外用)
・みずむし
・殺菌・消毒
・口内炎
・おでき・ふきでもの等

・鼻炎(内服・点鼻)
・胃痛・胸やけ
・便秘
・解熱・痛み止め
・風邪症状全般
・腰痛・肩こり(外用)
・みずむし
・殺菌・消毒
・口内炎
・おでき・ふきでもの
・皮膚のかゆみ
・乾燥肌 等

※成分・最大容量・投与
経路が完全に一致する単
味の医療用医薬品(②～④
を除く)

※類型①に全成分が一致
する配合剤を追加(②～④
を除く)

※類型②に最大容量の定
めがない又は幅のある軟
膏やシップを追加(④を除
く) ※類型③に大量に使用す

る可能性のある医薬品(保
湿剤など)を追加

当初案



３．各報酬の改定に向けた議論
2025年を総括、次期改定に向けた情報整理
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年内議論の総論

とある調剤報酬改定の専門家はこう言っている。
・医療の地域差、人材の地域偏在へのアプローチがスタートから多い
・医療機関、人材の多い少ないは報酬ではなく「医療政策マター」(医療過疎地の特例は除く)
・例年よりも遅く始まった「調剤その１」、報酬改定議論全体が地帯気味
・これまでの議論は、医療格差問題が4割、基本料と施設基準が3割、効率化2割
・社会保障改革を政策に掲げる「維新の会」の与党入り

情報が少なすぎて予測が出来ない。
(私見を踏まえた)予想すらも怪しい。
職権乱用、なんでもありの改定を予感。
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■ 調剤報酬改定に関する議論
調剤技術料

調剤基本料

薬剤調製料

薬学管理料

調剤管理料 服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師包括管理料

調剤後フォローアップ 医療機関等への情報提供 残薬・ポリファーマシー対応

地域支援体制加算

連携強化加算

後発医薬品調剤体制加算

医療DX推進体制整備加算

在宅薬学総合体制加算

麻薬等加算

自家製剤加算

計量混合調剤加算

無菌製剤処理加算

時間外等加算

夜間・休日等加算

重複投薬・相互作用等防止加算

調剤管理加算

医療情報取得加算

特定薬剤管理指導加算１
（ハイリスク薬）

特定薬剤管理指導加算２
(抗悪性腫瘍剤)

特定薬剤管理指導加算３
(RMP・長期収載品等)

吸入薬指導加算

小児特定加算

乳幼児服薬指導加算

麻薬管理指導加算

調剤後薬剤管理指導料１
(糖尿病)

調剤後薬剤管理指導料２
(慢性心不全)

服薬情報等提供料１
(保険医療機関からの求め)

服薬情報等提供料２
(薬剤師が必要性ありと判断)

服薬情報等提供料３
(入院前の服薬状況)

外来服薬支援料１

服用薬剤調整支援料１
服用薬剤調整支援料２※服薬情報等提供料２は

ケアマネへの情報提供を含む

在宅患者

在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料

在宅移行初期管理料

在宅患者重複投薬・
相互作用等防止管理料

退院時共同指導料

経管投薬支援料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１

夜間訪問加算・深夜訪問加算・休日訪問加算

在宅患者医療用麻薬持続
注射療法加算

在宅中心静脈栄養法加算

乳幼児加算
小児特定加算

麻薬管理指導加算

外来服薬支援料２
(一包化)

特別養護老人ホーム
服薬管理指導３

外来服薬支援料２
施設連携加算

在宅患者緊急訪問
薬剤管理指導料１
(新興感染症対応)
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■ 調剤報酬改定に関する議論
調剤技術料

調剤基本料

薬剤調製料

薬学管理料

調剤管理料 かかりつけ薬剤師指導料

調剤後フォローアップ 医療機関等への情報提供 残薬・ポリファーマシー対応

地域支援体制加算

後発医薬品調剤体制加算

在宅薬学総合体制加算

無菌製剤処理加算

重複投薬・相互作用等防止加算

調剤管理加算

吸入薬指導加算

服用薬剤調整支援料１
服用薬剤調整支援料２

在宅患者

在宅移行初期管理料

在宅患者重複投薬・
相互作用等防止管理料

特別養護老人ホーム

副作用に対する
フォローアップ

※具体的な内容は入っていない

外来服薬支援料１
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改定に向けた議論の整理

１．調剤基本料

２．後発医薬品調剤体制加算

３．地域支援体制加算

４．その他
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改定に向けた議論の整理

１．調剤基本料

２．後発医薬品調剤体制加算

３．地域支援体制加算

４．その他
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調剤基本料の議論

令和7年11月28日 中央社会保険医療協議会総会 調剤その２
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令和6年3月5日 厚生労働省 令和6年度調剤報酬改定の概要
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中医協で経営効率が良いという指摘

令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」

第25回(令和7年実施)医療経済実態調査の結果より

※赤枠、矢印は厚労省資料に付与されている

今回の基本料(要件及び点数)見直しのターゲット

＋敷地内薬局
(ただし書き規定の見直し)
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調剤基本料の議論

令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」
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標的は医療モールへ

令和５年11月29日中央社会保険医療協議会「調剤その３」
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集中率見直しの狙い

財務省の指摘

厚労省の狙い

大型基本料１と経営効率の良い基本料２(医療ビル)

前回改定
(上位３つの集中率)
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施設在宅による集中率減少

令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」
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特別調剤基本料のただし書き規定(除外規定)

令和7年10月24日中央社会保険医療協議会「個別事項敷地内薬局」
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地域別診療報酬は実現するのか？

令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」

特別区(東京23区)は損益率が高いという指摘。
公定価格である調剤報酬で地域別比較は何を意味するのか。

前提となるデータ元が「n=86」と非常に少ない。
東京都内は7,500件程度の薬局が存在。
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改定に向けた議論の整理

１．調剤基本料

２．後発医薬品調剤体制加算

３．地域支援体制加算

４．その他
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後発医薬品に関する論点(中医協)

改定の方向性

② どこかしらの点数減算
① 報酬意図を変更し名称を変更する

個別事項(後発医薬品)での議論

(健康保険組合連合会：松本委員 支払い側)
後発医薬品体制加算について申し上げているのは、加算の「性質が変わっていってる」のであればそういう形
でしっかりと(評価)ということではないかということを申し上げているのであって、今言われた通りいろんな
コストと流通とか、在庫の管理に関してコストがかかるということに関しては理解はするけども、(現状の体制
加算が)本当にこの対応でいいかという問題提起

後発医薬品調剤(使用)体制加算の廃止に対する反対意見(医療側)に対して

※令和7年12月5日 弊社作成逐語録より

(日本医師会：茂松委員 診療側)
名称を変えることで、現場で困っていることに対しての加算にするということであれば、全然理解するが、そ
ういうことなしに「切ります」ということでは理解が出来ないということで、ご理解いただきたいと思う。
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後発医薬品に関する論点(中医協)

後発医薬品調剤体制加算(2008年度改定新設)
薬局における後発医薬品の調剤をより進める観点から、後発医薬品の調剤に要するコストの負担にかんがみ、薬
局の調剤基本料を見直した上で、後発医薬品の調剤率が30％以上の場合を評価する。

後発医薬品調剤体制加算
平成20(2008)年1月18日 中医協総会 短冊・答申より

現状：後発医薬品の調剤率は90％を超え目的は達成されたと言える
供給問題に対する在庫確保のコスト、調整への負担、患者説明等の追加負担

旧計算式(分母がすべての医薬品)

特定薬剤管理指導加算３ロに該当⇒ この部分を評価してほしいという主張 (厚労省・診察側)
⇒ 従来の報酬の評価と目的(性質)が変わっている

後発医薬品供給体制加算(仮)

薬局における後発医薬品の調剤の推進、安定供給に対する体制整備へ要するコストの負担にかんがみ、以下の要
件を満たす薬局の体制を評価する。
① 後発医薬品の調剤率 〇％以上 (たぶん加算は3区分を維持か？)
② 医薬品の備蓄品目数が 〇品目以上
③ 地域における在庫共有等の取り組みに参画していること

※勝手な予想です
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令和7年10月17日中央社会保険医療協議会「後発医薬品」
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財務省の指摘

基本料１の適正化

受付回数の多寡に関わらず集中率の高い薬局
は基本料１の適用対象から除外

令和7年12月2日財務省財政制度等審議会「秋の建議」

後発関連加算の廃止

すでに使用割合は9割を超え、インセンティブの役目は終了
している。加算方式ではなく減算措置に振り替えるべき
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財務省に対するアンサー

令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」
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厚労省が作った着地点

調剤基本料１を算定している薬局は、集中率が高い薬局ほど備蓄品目数が少ないにもかかわらず、
他の加算より高い点数の後発医薬品調剤体制加算３を算定していた。

集中率が高いほど
備蓄品目数が少ない

※必ずしも基本料1に限定する話ではないと予想

日本保険薬局協会 2024年9月 調剤報酬等に係る届出調査報告書の数字を引用

基本料１ (40,561薬局)

後発医薬品調剤体制加算の届け出(1～3)
32,047薬局(79.0％)

地域支援体制加算1・2
17,131薬局(42.2％)

1,200品目以上の備蓄

対象となる薬局像
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改定に向けた議論の整理

１．調剤基本料

２．後発医薬品調剤体制加算

３．地域支援体制加算

４．その他
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令和7年12月2日財務省財政制度等審議会「秋の建議」
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令和7年11月28日中央社会保険医療協議会「調剤その２」
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厚労省からのメッセージ

令和4年4月19日
第4回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWG
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点と点が線となる？

令和7年5月19日 第14回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
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点と点が線となる？

令和7年5月19日 第14回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
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点と点が線となる？

令和7年5月19日 第14回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会

スタンダード

健サポ(健康増進支援)
地域支援

在宅薬学総合体制加算２

地
域
連
携
薬
局
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ひとつの可能性(私見)

保険薬局(約62,000件)

OTC販売 調剤・服薬指導(外来) 在宅対応
(連携による対応)ノーマル

高度薬学管理機能

在宅対応
(自薬局での対応)夜間・休日対応(外来)

医療用麻薬調剤 無菌製剤処理

地域連携薬局(薬機法)

在宅薬学総合
体制加算２

地域支援体制加算
23,950件

3,799件

37,830件
(61％)

健康増進支援薬局(薬機法)

健康相談
関係機関との連携

健サポ加算
地域支援0.5
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かかりつけ薬剤師指導料 重複投薬・相互作用等防止加算 特定薬剤管理指導加算１
（ハイリスク薬）

特定薬剤管理指導加算２
(抗悪性腫瘍剤)

吸入薬指導加算

小児特定加算

乳幼児服薬指導加算

麻薬管理指導加算

調剤後薬剤管理指導料１
(糖尿病)

調剤後薬剤管理指導料２
(慢性心不全)

服薬情報等提供料１
(保険医療機関からの求め)

服薬情報等提供料２
(薬剤師が必要性ありと判断)

服薬情報等提供料３
(入院前の服薬状況)

外来服薬支援料１

服用薬剤調整支援料１

服用薬剤調整支援料２

在宅患者訪問・居宅療養管理

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅中心静脈栄養法加算

在宅移行初期管理料

退院時共同指導料

経管投薬支援料

地域支援体制加算の実績項目数は増えるのか
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かかりつけ薬剤師指導料 重複投薬・相互作用等防止加算 特定薬剤管理指導加算１
（ハイリスク薬）

特定薬剤管理指導加算２
(抗悪性腫瘍剤)

吸入薬指導加算

小児特定加算

乳幼児服薬指導加算

麻薬管理指導加算

調剤後薬剤管理指導料１
(糖尿病)

調剤後薬剤管理指導料２
(慢性心不全)

服薬情報等提供料１
(保険医療機関からの求め)

服薬情報等提供料２
(薬剤師が必要性ありと判断)

服薬情報等提供料３
(入院前の服薬状況)

外来服薬支援料１

服用薬剤調整支援料１

服用薬剤調整支援料２

在宅患者訪問・居宅療養管理

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅中心静脈栄養法加算

在宅移行初期管理料

退院時共同指導料

経管投薬支援料

かかりつけ薬剤師指導料 重複投薬・相互作用等防止加算

服薬情報等提供料１
(保険医療機関からの求め)

服薬情報等提供料２
(薬剤師が必要性ありと判断)

服薬情報等提供料３
(入院前の服薬状況)

服用薬剤調整支援料２

現在の実績項目

服薬情報等提供料に相当する業務

※麻薬の調剤実績

※多職種連携会議

地域支援体制加算の実績項目数は増えるのか
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特定薬剤管理指導加算１
（ハイリスク薬）

乳幼児服薬指導加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅中心静脈栄養法加算

在宅移行初期管理料

経管投薬支援料

地域支援体制加算の項目追加は現時点で
考えずらい？

地域支援体制加算の実績項目数は増えるのか
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①夜間・休日等の対応実績
②麻薬の調剤実績
③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績
④かかりつけ薬剤師指導料の実績
⑤外来服薬支援料1の実績
⑥服用薬剤調整支援料の実績
⑦単一建物診療患者が１人の在宅管理の実績
⑧服薬情報等提供料に相当する実績
⑨小児特定加算の算定実績
⑩認定薬剤師の地域多職種連携会議への出席

40回
1回

20回
20回
1回
1回

24回
30回
1回
1回

400回
10回
40回
40回
12回
1回

24回
60回
1回
5回

要件 基本料１ それ以外

※1年間の受付回数1万回あたり

※地域支援体制加算１は④を含めた3項目以上
地域支援体制加算３は④⑦を含めた3項目以上
地域支援体制加算２・４は④⑦を含む８項目以上
在宅への取り組みは年24回以上(施設含む)が必須条件

財務省は基本料１に対し「要件緩和」と指摘

必要実績数の増加に注意 「特にかかりつけ薬剤師指導料」

医療DXの目的

医療DXの目的

健保連：調整支援料２は提案書で算定できる
実績回数１回は少ない

地域支援体制加算の必要回数は増えるのか
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改定に向けた議論の整理

１．調剤基本料

２．後発医薬品調剤体制加算

３．地域支援体制加算

４．その他
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在宅医療への取り組み(診察同行)

・重複投薬や相互作用の防止について、医師と薬剤師との同時訪問時に処方内容が調整された際に、ポリ
ファーマシー対策等につながることを踏まえ、調剤報酬上の評価をどのように考えるか。

11月14日 在宅その４ (論点)

同行することが目的ではない。
どのような効果があるのか、エビデンスに評価をつけるのが報酬改定

令和6年度改定 (前薬剤管理官)

令和6年度改定：診察同行したことによるエビデンス(変化・効果)に対して報酬を設定

論 点

・同行することによる効果は一定程度確認でき有用性は理解できる
・「同行」自体が目的となり、過剰な算定につながるのでは？
・同行自体を評価するのか、同行を行った結果に対する評価の見直し、新設をするのか？
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かかりつけ薬剤師指導料

中医協でのコメント

・かかりつけは患者の求めに応じて対応することがあるべき姿であり、ノルマ化はあるべき姿ではない
・ノルマにする薬局がある一方で、同業務をしているにも関わらず患者に配慮して算定しない薬剤師もいる。
したがって、かかりつけ薬剤師であることだけをもって報酬で評価することが適当ではないと考える

・一方でかかりつけ機能の強化は必要なので、かかりつけとして実施した業務内容を評価するのであれば、
患者の理解も得られるのではないか。

・新設から10年が立ったが、報酬上のインセンティブを設けた成果がほとんど出ていないという状況と考える。
・かかりつけは患者にとって非常にメリットある制度だが、残念ながら制度が機能していないのが現状。
・小手先の対処ではなく、抜本的に制度のそのものを見直す必要があるのではないか。
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その他項目

・地域フォーミュラリ
→ 薬剤師会として取り組むことは重要だが薬局としての対応は現状ない

・リフィル処方箋の推進
→ 診療報酬での取り組みであり、薬局としての対応は現状ない

・OTC類似薬の保険給付見直し
→ 具体的な内容に関する議論は公表されていない。出てからの対応

・個別対人業務の報酬
→ 新設報酬は短冊(１月)を見てからの対応で十分に間に合う
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推進から「供給対応」を含めた報酬へ
在庫品目数が少ない薬局が論点か？

議論を踏まえた施設基準の整理

基本料加算(施設基準)

後発医薬品調剤体制加算

医療DX推進体制整備加算

地域支援体制加算

すべての処方箋に加算される

現状議論がされていない

薬局のおかげで政府目標は達成という評価
体制整備の加算から、活用することへの評価へ

現状議論がされていない連携強化加算



４．まとめ
2025年を総括、次期改定に向けた情報整理
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2035年に向けた第二ステージ

・医薬分業の本格化に伴い、調剤報酬設計が追い付いていない状況にあった。
・基本料の「敷地内(ただし書き)」、「集中率(同一建物等)」は一種のバグと言える。
・「小規模乱立」に対し、何が起こるのかを予想しなければいけない。
・「小規模薬局で出来ることに限界がある」これこそが現実
・調剤報酬は「薬局のためにあらず、医療制度・国民のため」方向性自体は見えている。

・薬局認定制度で目指す姿は「薬局機能分化」、どの機能にいるのかが重要
・非効率な業界構造に対し、すすむ規制改革「調剤業務の外部委託」は目の前
・「働き方改革」で「24時間対応は緩和されるのか」は非常に危険な考え
・求められている薬局像を改めて理解、調剤報酬はそこについてくる



薬 局 営

の 恵 袋
Presented by Kae-management

★★★★★★★★★★★

経

ご要望にお応えし、2026年1月～3月期 調剤報酬改定対応“特別”追加募集を開始

毎月2回配信！会員制オンラインセミナー


	2025年を総括、次期改定に向けた情報整理�～ゆく年くる年、備えあれば憂いなし～
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57

